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１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析     

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定  

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 

古紙配合率 100％再生紙を使用しています 

  
 
ほう素､ふっ素､アンモニア等に係る
暫定排水基準の見直しについて（案） 
 

環境省は、ほう素、ふっ素、アンモニア性窒素・亜

硝酸化合物についての暫定排水基準の適用期限が

迫っていることから、この基準の見直し案をまとめ、

この案について平成 16 年 3 月 29 日から 4 月 28

日まで意見募集を行うことにしました。 

 水質汚濁防止法に基づく有害物質の排水基準の

うち、「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその

化合物」、「アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸

化合物・硝酸化合物」の排水基準は、13 年 7 月に新

たに一律排水基準が設定されたものですが、この

時点で 41業種の排水基準達成が技術的に難しかっ

たため、この 41 業種に属する工場・事業所には 16

年 6 月 30 日までに限り、暫定排水基準の適用を認

めていました。 

 見直し案は（1）41 業種中 15 業種と下水道業の一

部は一律排水基準の適用に切り替える、（2）残り 26

業種は可能なものは現時点で達成可能な濃度レベ

ルに暫定排水基準を見直すとともに、その適用を

19 年 6月 30 日まで延長する内容です。 

 資料：2004 年 4月２７日付 EIC ネット 国内ニュース  

            機器分析箇所 岡田 伸美 
 

下記の記事をご希望の方は編集室佐藤までご連絡下さい。 
 
１．工場からの有害物質排出量７％減 環境省 経産省 

2.15 年国内産米の残留農薬調査 農水省 

３．環境報告書の作成基準案・審査基準案示す２報告書 

環境省  

４．油中 PCB 簡易測定技術募集 産廃処理振興財団 

５．PCB 廃棄物処理基本計画変更案 環境省 

６．飼料原料中のダイオキシン類 １５年度実態調査結果を 

公表 

７．財務省 １６年度グリーン購入調達方針を公表 財務省  

８．河川水質の新しい指標について 国交省 

 

 

 

 
公共用地取得時の土壌汚染対応方針 
についての最終報告  国交省 

 

国土交通省の「宅地・公共用地に関する土壌汚染

対策研究会」は平成 16年 3月 30日付けで、公共用

地取得の際に実施すべき土壌汚染リスクへの対応

策についての考え方を示した最終報告「公共用地

取得における土壌汚染への対応に関する基本的考

え方」をまとめ公表しました。 

この報告書は、その土地で社会資本整備を実施

する事業者が土地の土壌汚染状況について、土壌

汚染対策法に基づく指定地域台帳や過去の利用履

歴、調査履歴などを十分に調査した上で、これらの

調査で土壌汚染が認められなかった土地について

も土壌汚染対策法に準じた調査を行い、土壌汚染

の有無を確認すべきとしています。 

 また、公共用地の取得は事業者・土地所有者とと

もに契約の自由が制限されているため、土地所有

者の持っていた財産価値に見合った補償が必要と

しながらも、土壌汚染が判明した土地については汚

染状況を減価要因として織り込み、土壌汚染が存

在しない場合の評価額から対策に必要な費用分な

ど一定額を減じること、事業者が社会資本整備時

に土壌汚染対策法に基づく浄化措置を講じた場合

には、汚染原因者に費用請求を行うことを検討す

べきと指摘しています。 

 資料：2004 年 4月 27 日付 EIC ネット 国内ニュース  

             機器分析箇所 岡田 伸美 
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